
 

一時預かり事業（不定期・定期）のご案内 
 

平成２８年５月１日現在 

〈事業概要〉 

 市では、保護者の育児疲れ解消、急病や入院、裁判員等に伴う一時的な保育やパー

トタイム勤務等就労形態の多様化に伴う断続的な保育など、多様な保育需要に対応す

るため、「一時預かり事業（不定期・定期）」を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市こども未来局 子ども未来部 幼保運営課 助成班 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港２番１号 

☎０４３－２４５－５７２９ 

 

 

実施施設…お申込みの手続きは、直接施設で受け付けます。  

区 保育所（園）名 所　　在　　地 電  　話

弁天保育所 弁天３－８－１０ （２５２）８３６５

千葉寺保育園 末広４－１７－３ （２６４）７９５２

今井保育園 今井２－１２－７ （２６１）５６５２

慈光保育園 大厳寺町４５７－５ （２６３）７９６５

ローゼンそが保育園 蘇我５－４４－２ 0800（800）3105

みなと公園のぞみ保育園 中央港１－１－１ （２４６）７８０６

寒川保育園 寒川町２－１２０－１ （２６５）６１１５

キッズルームチャコ千葉園 院内2-17-25 （２２５）６５０３

千葉わくわく園
登戸１－１１－１８
第二潮ビル１Ｆ

（２４２）７７３７

花見川区 花見川第三保育所 花見川４－２ （２５８）９５７８

黒砂保育所 黒砂２－４－２４ （２４２）４３４８

南小中台保育園 小仲台８－２１－１ （２５６）１３３０

稲毛保育園 小仲台２－１０－１ （２５１）８１９６

アストロナーサリー小仲台 小仲台７－１０－３６ （３０６）１５１０

アストロキャンプ稲毛東保育園 稲毛東４－２－２１ （２４７）１５１０

キッズルームチャコ稲毛園 小仲台６－２－１０ （２０７）４０８８

若竹保育園 若松町336 （２３１）２１１４

旭ケ丘保育園 都賀１－１－１ （２３１）５０４７

都賀保育園 都賀５－１－１１ （２３１）１６００

ミルキーホーム都賀園
都賀３－１２－３
プラトー都賀１０２

（２３５）１０７７

たくみん保育園 小倉台４－１９－２ （２１４）２７１１

キートスチャイルドケアみつわ台 みつわ台２－３６－８ （３０１）３２４４

おゆみ野保育園 おゆみ野２－７ （２９１）８８７７

ナーセリー鏡戸 あすみが丘４－２１－１ （２９５）３６８６

ふたば保育園 刈田子町３０８-10 （３００）２２11

明徳土気保育園 土気町１６２６－５ （２９４）０６０６

美光保育園 大膳野町１－６ （３００）０１２３

誉田おもいやり保育園 誉田町2-23-290 （３１２）１６５１

真砂第一保育所 真砂２－２２－１３ （２７７）７２６８

みらい保育園 打瀬３－１１－３ （２１３）２７２７

茶々まくはり保育園 打瀬２－１８－２ （２７６）５７５３

幕張海浜保育園 幕張西２－７－２ （２７３）２２６６

キッズ・ガーデン海浜幕張園
ひび野２－１－１
ＱＶＣスクエア２Ｆ

（３０６）６２８８

中央区 キートスチャイルドケア新田町 新田町１０－１４ （２１６）５５１６

稲毛区 ウィズダムナーサリースクール 園生町787-4 （２８７）０００８

花見川区 あい・あい保育園　幕張園
幕張町５－１８７－１
幕張センタービル１Ｆ

（２９６）７０９８

美浜区 なのはな保育園
幸町１－２１－８
パルスクエア千葉１Ｆ

（２４８）２４７８

美浜区

※次の施設は通常保育の定員分児童数に空きがある場合に利用可能な施設です。（不定期利用のみ）

中央区

稲毛区

若葉区

緑区

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔一時預かり事業（不定期利用・定期利用）の申込み方法〕 

○申 込 み 場 所：希望する保育所（園）に直接申込（必ず事前にご連絡ください。） 

○持参するもの：・母子手帳（健康状態等の把握の為） ・健康保険証（写：けが等があった時の為） 

○提出する書類：・利用申請書 ・アレルギーがある場合は治療証明書（食物アレルギーの場合は生活管理指導表）  

・児童調査票 ・生活保護世帯は生活保護証明書（写） 

        ・就労証明書等（定期利用のみ）  

 

こんな時、便利なのが 

一時預かり事業（不定期・定期）です。 

 

◎主に緊急・一時的に利用 

 育児疲れ、保護者の疾病、入院、通院、けが、看護、介護、災害、事故、冠婚

葬祭、学校行事参加、裁判員制度による裁判への参加などのとき。 

利用区分 原則１カ月あたり７日を限度とします。 

（半日利用の場合、１４日まで可能） 

利用時間 月～金曜日：午前８時～午後５時 

土 曜 日：午前８時～午後０時３０分 

午前のみ：午前 8 時～午後 0 時３０分 

午後のみ：午後０時３０分～午後５時 

 

利用料金 

１ 

日 

３歳未満：2,200 円 半 

日 

３歳未満：1,100 円 

３歳以上：1,200 円 ３歳以上：  600 円 

 

 

 

 

 

 

 

不定期利用 

 

◎パート就労等を主に、年間を通して継続的に利用 

 断続的に週２～３日のパート就労、通学、職業訓練、看護、介護、定期的なボ

ランティア活動などのとき。 

利用区分 １年間の利用期間において、週２日もしくは週３日の申請をした

曜日での利用となります。 

利用時間 月～土曜日：午前８時～午後５時 

時間外保育：午後５時～午後６時 

 

 

利用料金 

（月 額） 

週

２

日 

３歳未満：18,300 円 週

３

日 

３歳未満：26,100 円 

３歳以上： 9,400 円 ３歳以上：13,500 円 

時
間
外
保
育 

３歳未満：3,000 円 

３歳以上：1,900 円 

 

 

 

 

 

 

 

お気軽にご利用ください！ 

〈対象児童〉…千葉市内在住・満３カ月～就学前児童 

      （保育所に入所している児童は除く） 

定期利用 


